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町では原材料・仕入価格の高騰・急激な円安等の影響を受けた事業所へ、町独自の融資

制度を実施しています。 

このたび、次のとおり申込期限の延長をしますので、お知らせします。 
 

【内 容】 

申込期限を令和5年6月30日から令和5年9月30日に延長します。 
 

（参考）融資制度の概要 

原材料・仕入価格の高騰・急激な円安等の影響を受けた事業所への町独自の融資制度

を実施しています。 

[資金使途]   運転資金、設備資金 

[融資限度額]  3,000,000円 

[融資期間]   3年以内（据置6か月以内） 

[融資利率]   年利1.40％［固定］ 

[信用保証料]  町が全額補助します（100円未満切捨） 

[利子補給補助] 1回目から12回目（1年間）の支払利子を町が全額補助します（100

円未満切捨） 

[取扱金融機関] さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行 
 

 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行の影響による融資については、令和5年6月30日

で申込受付を終了いたします。 
 

（参考）融資制度の概要 

[資金使途] 

 運転資金、設備資金 

※同一の取扱金融機関の借換えに限り、本融資から本融資への借換えが可能です。 

[融資限度額]  5,000,000円 

[融資期間]   5年以内（据置6か月以内） 

[融資利率]   年利1.4％［固定］ 

[信用保証料]  町が全額補助します（100円未満切捨） 

[利子補給補助] 1回目から36回目（3年間）の支払利子を町が全額補助します（100

円未満切捨） 

[取扱金融機関] さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行 

 

原材料・仕入価格の高騰・急激な円安等の影響による融資 

箱根町経営安定緊急融資の申込期限延長について 


